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《今回の記事》  

 ・来て・見て・学ぼう！エコエイト環境フェスタ2022 

 ・ごみのポイ捨ては「不法投棄」です 

 ・所有地の管理を心がけましょう 

 10月22日（土）に「エコエイトやつしろ」で環境をテーマにしたイベントを開催します。みな

さまのご来場をお待ちしております。 

 これまでの「しろくまだより」は 
 市ホームページでご覧いただけます。 

しろくまだより 

サイト内検索に入力↑  
QRコード読み取り↑ 

来て・見て・学ぼう！エコエイト環境フェスタ2022 

日  時  令和４年１０月２２日（土）９：００～１５：００ 

会  場  エコエイトやつしろ管理棟及び緑地広場（港町２９９番地） 

プログラム 

フードドライブ（9：00～） 施設見学（10：00～、11：00～） 

ご家庭で余っている食べ物を、市で取りまとめ

て「八代市社会福祉協議会」などに寄付し、必

要としている方々にお届けします。  

賞味期限が１か月以上前で未開封の食品があり 

ましたら、お持ち寄りください。 

【お問合せ先】34-1997 

エコエイトやつしろ管理棟・マテリアルリサイ

クル推進施設、エネルギー回収推進施設を見学

します。（ガイド付き） 

この機会にエコエイトやつしろ 

の仕事について理解を深めて 

みませんか？ 

バックヤード見学（13：00～） 発表会（10：00～）／表彰式（11：00～） 

普段は入ることができないエコエイトやつしろ

の“裏側”を見学できる特別なコースです。 

※要事前予約 【予約・お問合せ先】32-4675 

市内の高校生による環境に関する発 

表会、ごみゼロポスターコンクール 

表彰式を行います。 

UVﾋﾞｰｽﾞｽﾄﾗｯﾌﾟ・ﾘｸﾞﾗｽｱｰﾄ製作体験（10：30～） 移動動物園（9：00～） 

紫外線で色が変わるビーズを使ったストラップ

づくりや、リサイクルされたガラス材料を使っ

たグラスアートづくりを行います。 

※ストラップづくりは要事前予約  

【予約・お問合せ先】34-2001 

ヤギやウサギ、ヒヨコなどさまざまな 

動物たちとふれあえます。 

動物たちが生きる自然環境について 

考えてみませんか？ 

ポニーの乗馬体験もあります。 

市HPはこちら→ 
※イベント当日の詳細については、広報やつしろ10月号の折り込みチラシや市ホーム 

 ページをご覧ください。 



 ＜環境行動１＞“燃えるごみ”を減らします。 

  □マイバッグを使ったり、簡易包装商品を選んだりしましょう。 

  □ごみをきちんと分別し、「資源の日」に排出しましょう。 

  □生ごみの堆肥化に努めましょう。 

 空き地へのごみのポイ捨てに対する苦情が寄せられています。「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」第16条には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならな

い。」と規定されており、違反した場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以

下の罰金（法人に対しては3億円以下の罰金）またはその両方が科せられます。 

 また、「八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」第8条では、空き地

は占有者が責任をもって管理するよう規定しています。しかし、空き地を管理す

る方と隣接した家の住民との間でごみのポイ捨てを巡るトラブルが起きることが

あります。 

 空き地を管理する方、建物等を管理する方ともに、次のことに注意してください。 

“広げよう！エコ８(エイト)行動”  

ごみのポイ捨ては「不法投棄」です 

【お問合せ先】 循環社会推進課  TEL 34-1997 

所有地の管理を心がけましょう 

 空き地の雑草に関する相談や苦情が年々増えています。雑草が茂る

と害虫の発生、枯草火災、アレルギー等の健康問題の要因になるだけ

でなく、不法投棄を誘発することにもなります。空き地の所有者は、

雑草を早めに刈り取るなど、所有地の適正な管理に努めましょう。 

 なお、雑草の刈り取りは、有料で八代市シルバー人材センターや八

代市造園防災協議会などで行われていますので、ご相談ください。 

  ◎八代市シルバー人材センター  33-2711 

  ◎八代市造園防災協議会     46-0319 

【お問合せ先】 環境課  TEL 33-4114 

 

 

◎囲いの設置、草払いなど行い不法投棄を誘発させ 

  ない。 

  ➡市では民有地における不法投棄物の撤去などは 

   行っていませんので、日ごろから定期的に見回る 

   など清潔の保持に努めてください。 

  ➡自分の土地へのポイ捨てや、ごみを埋める行為 

   (堆肥化は除く)も不法投棄になります。 

 

 

◎風で物が飛ばされないよう、飛散防止の対策を 

  図る。 

◎ごみを溜めないよう計画的に排出する。 

  ➡台風等で強風が予想される時は、未然に屋内に

片付けるなどの対策を取りましょう。 

空き地等の所有者、管理者 建物等の所有者、管理者 


